
特
別
遺
族
給
付
金
と
は
？

特
別
遺
族
給
付
金
の

請
求
に
つ
い
て

労
災
保
険
給
付
の

請
求
に
つ
い
て

　

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
の
石
綿

ば
く
露
を
原
因
と
す
る
疾
病
は
、

石
綿
ば
く
露
か
ら
疾
病
の
発
症
ま

で
の
潜
伏
期
間
が
非
常
に
長
期
に

わ
た
る
も
の
で
す
。
こ
の
た
め
、

労
働
者
に
発
症
し
た
こ
れ
ら
の
疾

病
に
つ
い
て
、
業
務
に
よ
り
石
綿

に
ば
く
露
し
た
こ
と
と
当
該
疾
病

と
の
関
連
性
に
、
こ
れ
ま
で
医
師

も
労
働
者
本
人
も
気
づ
き
に
く
い

と
い
っ
た
特
質
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
（
以
下
「
労
災
保
険
法
」
と

い
い
ま
す
）
に
基
づ
く
労
災
保
険

給
付
を
請
求
す
る
機
会
を
逸
し
、

時
効
に
よ
り
所
定
の
労
災
保
険
給

付
を
受
け
る
権
利
を
失
っ
て
い
る

方
が
存
在
し
て
い
る
状
況
に
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、

本
年
３
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
「
石

綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関

す
る
法
律
」
（
以
下
「
石
綿
救
済

法
」
）
に
よ
り
、
石
綿
ば
く
露
を

原
因
と
す
る
疾
病
に
よ
り
死
亡
し

た
労
働
者
の
ご
遺
族
で
労
災
保
険

法
の
遺
族
補
償
給
付
を
受
け
る
権

利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
方
に

対
し
ま
し
て
特
別
遺
族
給
付
金
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求

に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
以
下
の
事

項
に
特
に
ご
注
意
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
制
度
の
詳
細
な
内
容
に

つ
き
ま
し
て
は
、
最
寄
の
都
道
府

県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

特
別
遺
族
給
付
金
は
、
石
綿
救

済
法
に
よ
り
平
成
13
年
３
月
26
日

以
前
に
石
綿
ば
く
露
を
原
因
と
す

る
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
労
働
者

の
ご
遺
族
で
時
効
に
よ
り
労
災
保

険
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
給
付
の

支
給
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た

方
を
支
給
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
特
別

遺
族
給
付
金
（
特
別
遺
族
年
金
）

は
、
請
求
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
に
な
り

ま
す
の
で
、
請
求
が
遅
く
な
る
と

受
給
総
額
が
減
少
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
遺
族
給
付

金
は
法
施
行
日
か
ら
３
年
を
経
過

し
た
平
成
21
年
３
月
27
日
以
降
は
、

そ
の
請
求
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給

決
定
に
係
る
調
査
で
は
、
エ
ッ
ク

ス
線
フ
ィ
ル
ム
や
カ
ル
テ
と
い
っ

た
医
学
的
資
料
に
基
づ
き
、
石
綿

ば
く
露
と
当
該
疾
病
と
の
因
果
関

係
を
判
断
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
医
学
的
資
料
は
法

令
に
よ
り
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
た
め
、
期
間
を
経
過
し
た

場
合
は
、
医
療
機
関
に
医
学
的
資

料
が
保
管
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も

想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
に
請

求
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

平
成
13
年
３
月
27
日
以
降
に
、

業
務
に
よ
る
石
綿
ば
く
露
を
原
因

と
す
る
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
労

働
者
の
ご
遺
族
は
、
労
災
保
険
法

に
基
づ
く
遺
族
補
償
給
付
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
遺
族
補
償
給
付
を
受
け

る
権
利
は
、
時
効
に
よ
り
労
働
者

が
死
亡
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
５
年
で
消
滅
し
ま
す
。
時
効

完
成
後
は
、
遺
族
補
償
給
付
も
特

別
遺
族
給
付
金
も
受
給
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
お
心
あ
た
り
の

あ
る
方
は
早
急
に
、
最
寄
の
都
道

府
県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督

署
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
石
綿
ば
く
露
を
原
因
と

す
る
疾
病
に
り
患
し
て
、
現
在
療

養
し
て
い
る
労
働
者
の
方
は
、
労

災
保
険
法
に
基
づ
く
療
養
補
償
給

付
・
休
業
補
償
給
付
の
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は
・
・
・
？

　

石
綿
ば
く
露
を
原
因
と
す
る
疾

病
に
つ
い
て
、
石
綿
ば
く
露
の
原

因
が
業
務
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

業
務
以
外
の
原
因
に
よ
る
も
の
な

の
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、

労
災
保
険
給
付
の
請
求
と
救
済
給

付
の
申
請
、
あ
る
い
は
特
別
遺
族

給
付
金
の
請
求
と
救
済
給
付
の
申

請
を
同
時
に
行
う
こ
と
も
可
能
で

す
。

　

な
お
、
特
別
遺
族
給
付
金
に
つ

い
て
よ
く
あ
る
ご
質
問
を
厚
生
労

働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/new

-
info/kobetu/roudou/sekim

en
/izoku/index.htm

l 　

に
ま
と
め

て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

◆
各
種
制
度
の
お
問
合
せ
先

　

特
別
遺
族
給
付
金
や
労
災
保
険

制
度
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
労
働

局
労
災
補
償
課
（
℡
０
５
９
・
２

２
６
・
２
１
０
９
）
又
は
四
日
市

市
労
働
基
準
監
督
署
（
℡
３
５
１
・

１
６
６
１
）
、
労
災
保
険
給
付
の

対
象
と
な
ら
な
い
方
へ
の
救
済
給

付
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人

環
境
再
生
保
全
機
構
（
℡
０
１
２

０
・
３
８
９
・
９
３
１
）
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

新しく始まった労働審判制度をご存知ですか？
　平成18年４月から、労働関係に関するトラブルを迅速かつ適正に処理し、実効的な解決を図るための手続き
として、労働審判制度が始まりました。この手続きでは、裁判官と労働関係に関する専門家である労働審判員
２人で組織する労働審判委員会が、解雇をめぐるトラブルなど、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関
係に関する民事上の紛争を、３回以内の期日で審理します。そして、適宜、話し合いによる解決である調停を
試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に即した解決を図るための判断（労働審判）を行います。

　この制度の開始により、労働関係の紛争を裁判所で解決するための選択肢が広がりました。
　「迅速性」、「専門性」、「柔軟性」という労働審判手続の特徴を十分に理解し、他に考えられる手続との
違いなども念頭に置きながら、労働審判手続にふさわしい事案についてこの手続を活用することにより、紛争
の早期の解決が図られるものと期待されます。

～労働審判手続きの流れ～
地方裁判所
（本庁）

異議申立て
なし

異議申立て
あり

申
立
て

申立書
手数料
郵便切手

証拠書類
　　　等

手続き期日（非公開）

調停の試み
第
１
回
期
日

第
２
回
期
日

第
３
回
期
日

〇争点・証拠の整理　〇証拠調べ

◎第２回期日までに、主張
　と証拠の提出を終えます。

調
停
成
立

訴
訟
移
行
※

労
働
審
判

確　定

審判失効

◎確定した審判には裁判上の
　和解と同じ効力があります。

※労働審判手続申立時に、訴訟の
　提起があったものとみなします。

★労働審判委員会は、事案の性質に照らし、
労働審判手続で行うことが不適当な場合は、
事件を終了させることができます。

個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の
民
事
に
関
す
る
紛
争

個別労働紛争の解決　～裁判所での主な手続～

労働審判
～迅速かつ柔軟な解決～
〔地方裁判所　本庁〕

【労働審判委員が、３回以内の期日で主張や証拠を基に
　審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ労
　働審判を行う非公開の手続】
〇労働関係の専門家が審理に加わり、トラブルの実情に
　合った解決案が示されます。

民事調停
～話合いによる円満な解決～

〔簡易裁判所〕

【労使の話し合いによる非公開の手続】
〇裁判官と民間から選ばれた調停委員で構成する調停
　委員会の仲介によって、話合いが進められます。　　

小額訴訟
～民事訴訟の特別な手続～

〔簡易裁判所〕

民事訴訟
～判決による解決～

〔地方裁判所〕〔簡易裁判所〕

【公開の法廷で、労使双方が主張や証拠を出し合い、裁
　判所がどちらの言い分が正しいかを判断する手続】
〇判決によって最終的な解決を図ります。

【原則として、１回の審理で証拠を調べて判決まで至る
　手続】

※60万円以下の金銭の支払を求める民事訴訟を起こすと
　きに、小額訴訟による審理を求めることができます。

～判決までの仮の措置～
〔訴訟と同じ裁判所〕

【仮の支払などを命ずることを求める手続】
〇判決が出るまでの間、給料がもらえないため生活に困　
　るなど、著しい損害が生じる場合に利用できます。

仮
処
分

問い合わせ先　津地方裁判所民事訴訟事件受付係　電話　０５９－２２６－４７４４
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